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１． はじめに 
宇治市水道事業においては、「安全な水道水の確実かつ持続的な供給」を基本

理念に、令和３年度からの１０年間を計画期間とした「宇治市水道事業ビジョ

ン・経営戦略（以下「本ビジョン」という。）」を策定し、水道事業の方向性及

び投資・財政計画を示したところである。 
この間、令和６年１月に発生した能登半島地震では、浄水場や管路などの水

道施設が破損したことで長期間の断水を余儀なくされるなど、改めてライフラ

インである水道施設の重要性が認識された。また、令和７年４月に京都市内で

起こった水道管の破損など、老朽化した管路による破損事故が全国各地で発生

しており、水道事業を取り巻く環境は、非常に厳しいものとなっている。 
そのような中、宇治市では、昭和４０年代から昭和５０年代にかけての人口

急増期に整備した水道施設の老朽化が進行しており、今後計画的に施設の更

新・耐震化を行う必要がある一方、その財源となる給水収益は水需要の減少な

どに伴い年々減少している。 
水道事業における主な財源である水道料金は、平成２８年度に１４.４％、 

また令和４年度にも同率での料金改定を行っており、令和４年度の料金改定に

より給水収益は一旦増加したものの、その後は年々減少傾向にある。一方、物

価の高騰、企業債の金利や人件費の上昇、投資による減価償却費の上昇など、

収支の見込みは今後も厳しいものとなっている。特に、日本銀行が公表してい

る企業物価指数では、令和２年の指数を１００とした場合、令和７年は１２５

と急激な上昇に至っており、施設の更新・耐震化などに係る費用は、当初の見

込みより大きく上振れしていることから、宇治市の水道事業経営は非常に厳し

い状況となっている。 
このような状況を踏まえ、宇治市水道事業経営審議会（以下「本審議会」と

いう。）において、宇治市長から、将来にわたって持続可能な水道事業の運営に

ついて諮問を受け、今後の方向性について、後半５年間の投資事業および水道

料金の改定なども含めた議論を行った。 
本ビジョンの基本理念を実現するためには、施設の強靭化と今後の収支不足

改善が不可欠であり、本審議会で検討を行った結果、以下のとおり結論を得た

ので答申を行うものである。 
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２． 答申 
（１） 宇治市水道事業ビジョン・経営戦略の前半の評価 

① 事業の進捗状況 
本ビジョンの基本理念である「安全な水道水の確実かつ持続的な供給」を

実現するため、水道施設の再編成、浄水場・配水池・基幹管路等の更新・耐

震化等について取組を進めてきた。 
その結果、将来の水需要を見据えた施設の規模・配置の適正化については、

浄水場の統廃合等を実施するとともに、施設の更新・耐震化については、災

害時においても一定量の給水が確保できるよう、根幹となる優先度の高い施

設から耐震化を進めてきたことにより、浄水場の耐震化率に関しては全国平

均を大きく上回るに至った。 
一方、配水池の更新・耐震化については、コロナの影響による資材調達の

遅れなどの影響もあり当初目標より多少遅れが生じていること、また基幹管

路の更新・耐震化については、当初目標を上回るペースで取り組めているも

のの、配水池、基幹管路ともに耐震化率等は全国平均より低い状況である。 
水道水を安定的に供給するには、強靭な施設整備が不可欠であることから、

引き続き計画的に施設の更新・耐震化に取り組むべきである。 

 
◆宇治市の水道施設の耐震化率（見込み） 

項 目 令和７年度末 全国平均（令和５年度末） 

浄水場の耐震化率 ８２.１％ ４４.５％ 

配水池の耐震化率 ５３.１％ ６４.７％ 

基幹管路の耐震適合率（※１） ３２.０％ ４３.３％ 

   ※１ 耐震適合率・・・「耐震管」と「耐震管以外の管路でも布設された地盤の状況を勘案すれば、 

耐震性があると評価できる管」の占める割合 

 

 
② 経営状況 
本ビジョンを策定した令和２年度は、経常収支比率が１００%を超えてお

り単年度収支では黒字であったものの、向こう１０年間の収支を見越した場

合、水需要の減少に伴い給水収益が減少する一方、施設の更新・耐震化に相

当な費用が必要となることから、水道事業経営は厳しいものになることが想

定された。そのため、収支改善への取組として、水道検針業務や営業課の窓

口業務を民間事業者に委託すること、上下水道部の組織を改編し効率的な職

員配置に見直すことや、債券運用により利益を得ることなど、経費削減と財

源確保への取組を進めることに合わせ、令和４年１０月に１４.４％の料金

改定を行うことで収支の均衡を図る取組を進めた。 
しかしながら、動力費を始めとした物価の高騰、企業債の金利や人件費の
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上昇など、本ビジョン策定時には想定していなかった事象により支出が大幅

に増加したことから、公営企業としての経営健全性を示す経常収支比率（※２）

は、５年連続で１００%を下回る見込みであり、厳しい財政状況が続いてい

る。 
今後、安全な水道水の確実かつ持続的な供給を継続していくためには、引

き続き必要な投資を先送りすることなく実施するとともに、その財源につい

て、適切に確保していく対策を講じる必要がある。 
   ※２ 経常収支比率・・給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で維持管理費や支払利息等の費用を 

どの程度賄えているかを示した指標 

 
 
（２） 宇治市水道事業ビジョン・経営戦略の中間見直し 

① 水道事業を取り巻く状況 
令和３年１０月の和歌山市水管橋の破損、令和７年４月に京都市で起こっ

た水道管の破損など、老朽化した管路が破損する事故が全国各地で発生して

いることから、改めて管路の更新・耐震化への重要性が認識されたところで

あり、宇治市においても、スピード感をもって管路の更新・耐震化に取り組

まれるよう努められたい。 

 
 

② 今後の施設の更新・耐震化等の見直し 
宇治市においては、災害時においても一定量の給水が確保できるよう、根

幹となる施設の耐震化を優先的に進めてきたことから、浄水場の耐震化率は

全国平均を大きく上回っている。しかしながら、全国各地で老朽管による破

損事故が発生する中、昭和４０年代から昭和５０年代に布設した管路が、今

後数年から十数年で管路の更新基準年数である６０年（※３）を超えること、

また災害時においては、上水道と下水道の双方の機能を保持することが重要

であることから、令和７年１月に策定した「宇治市上下水道耐震化計画」に

基づき、これまで以上にスピード感を持って管路の更新・耐震化を進めてい

くべきである。管路への投資には多額の費用が必要となるが、配水池の更新

時期を見直し、投資の平準化を図ることで捻出した財源を回すことができる

のではないかと考える。 
これらの取組により、本ビジョン期間での耐震化の目標値については、以

下のとおりに見直し、本ビジョンの基本理念である「安全な水道水の確実か

つ持続的な供給」を継続するためには、鉛製給水管の解消や電気・機械設備

の更新など施設の更新・耐震化が必要であり、５年間での建設改良費の総額

は１０８億円程度になるものと見込まれる。 
      ※３ 管路の更新基準年数６０年 

・・・国の実使用年数に基づく更新基準の設定例を参考にしたダクタイル鋳鉄管の更新基準年数 
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◆耐震化率の目標値見直し 

項 目 当初目標（令和１２年度末） 見直し（令和１２年度末） 

配水池の耐震化率 ８７％ ６０％ 

基幹管路の耐震適合率 ３１％ ３５％ 

 
 

③ 口径別料金体系への移行 
宇治市においては、公衆衛生の向上を図るため、一般的な家庭で利用され

ていた井戸水等から安全な水道水へ切り替えていただくことを目的に、家庭

用での使用料金を抑えた「用途別料金体系」を採用しているが、現在その目

的はすでに達成されたといえる。 
そのような中、多くの都市において、大量の水道水使用者からは、水道施

設への負荷分に応じた公平な料金設定とする「口径別料金体系」へ移行して

いるところであり、本審議会では、平成２７年度以降、口径別料金体系への

移行を検討すべきとしてきたところである。 
料金体系の制度設計にあたっては、一般家庭に対して現行の料金を考慮し

た料金設定や、負担軽減の経過措置などの検討を行い、早期に口径別料金体

系へ移行されることを強く望むものである。 

 
 

④ 新たな技術の活用 
昨今、民間におけるＡＩ技術の進展により、人工衛星やＡＩを活用した新

たな手法による漏水個所の特定など、効果的・効率的な維持管理が可能とな

る事例が紹介されており、すでに取り組まれている事業体も存在する。また、

今後財源や技術職員の不足が想定される中、民間のノウハウを活かした取組

についても、事業運営の様々な手法の一つとして常に検討を進めておくべき

である。 

 
 

⑤ 今後の財政状況 
今後も人口減少の進行や節水機器の普及などにより水需要の減少が見込

まれることから、一日あたりの有収水量については、今後５年間で約４.３％

減少し、給水収益についても、令和８年度の３１.０億円が令和１２年度に

は２９.７億円まで減少する見込みである。 
一方、支出面では、物価の高騰（上昇率を年２.０％で積算）、及び人件費の上昇（上

昇率を年２.１７％で積算）などが水道事業経営に与える影響は大きく、その他にも
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企業債の金利（年２.７％で積算）や平成２８年度から施設の更新・耐震化を積極的

に進めていることによる減価償却費の上昇も大きな負担となっており、収益

的支出は令和８年度の４２.７億円が令和１２年度には４７.８億円となる

見込みである。 

「安全な水道水の確実かつ持続的な供給」を継続するためには、計画的に

施設の更新・耐震化に取り組むべきである一方、投資による企業債の支払利

息や減価償却費が右肩上がりになることなどから、水道事業経営の収支は

年々悪化していくことが想定され、令和１２年度までの５年間において、約

４３.９億円の財源が不足することが見込まれる。 

    

 

⑥ 収支改善に向けた取組 
この間、窓口業務の民間委託や組織再編などの企業努力により経費削減に

努めて来られたことから、更なる削減を行うことは困難であることが想定さ

れるものの、例えば、現在職員が行っている上下水道指定業者登録等の業務

を民間業者に委託した場合、後半期間で約１,０００万円の経費削減ができ

るものと考える。また、給水収益の確保の観点から、令和８年度に開設され

る給食センター等で使用される予測水量から使用料金を試算すると、後半期

間で約９,６００万円の増収になるものと考える。 
今後は、井戸水で事業活動を行っている企業に対して、安定的に給水でき

る水道水へ切り替えていただくよう営業活動を行うなど給水収益を増やす

ことに取り組まれたい。 
 

 
⑦ 水道料金の改定 
宇治市水道事業では、令和１２年度までの５年間において、総額４３.９

億円程度の収支不足が生じる見込みであることから、今般の中間見直しにお

いて料金改定を行うことは必要不可欠と考える。 
水道事業経営では、料金回収率（※４）や経常収支比率などの経営指標が常

に１００％を超えていることが望ましいとされているものの、それらの指標

を満たすための料金改定を実施するとなると、相当高い改定率となることか

ら、市民・事業者にとっての影響を少なくするために、前回の料金改定時と

同じく、後半５年間において収支を均衡させることが今回の改定においては

妥当ではないかと考える。この場合の改定率は３４.１％となるものの、こ

の改定は収支を均衡させるものであることから、突発的な事象や想定外の物

価高騰などが生じた場合、収支の均衡が図れず経営が危ぶまれる恐れがある

ことも認識しなければならない。 
今回、本審議会で審議された収支改善に向けた取組効果を算定した場合、
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５年間で約１億６００万円の収支が改善する見込みであることから、財源不

足を４２.８億円に抑え、改定率は３３.３％まで減少できるものと考える。 

水道事業者として、平常時に限らず災害時においても一定量の給水ができ

るよう、施設の更新・耐震化を進めることは、安全な水道水を確実かつ持続

的に供給していくために欠かすことができないものである。地震などの大規

模な災害に備えて市民生活の安心・安全に万全を期すとともに、将来にわた

り水道事業の健全な運営を確保し、市民や市内事業者に安定的に水道水を供

給していくためには、市民生活に大きな影響を与えることにはなるが、水道

料金の改定は必要不可欠であるため、速やかに実施されたい。 
   ※４ 料金回収率・・・給水に係る費用をどれだけ給水収益で賄えているかを示した指標 
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３．おわりに 
本審議会では、宇治市水道事業の持続可能な運営を実現するための水道料金

の改定など具体的な収支改善施策について、一定の改善の方向性を示すことが

できたと考えている。 
本ビジョンの前半期間では、窓口業務の民間委託、組織再編による職員の適

正配置や公用車の削減などにより経費削減に取り組まれたところであり、後半

期間においても可能な限りの歳出削減に向けた経営努力に努められたい。一方

で、水道事業経営の主たる財源は給水収益であることから、如何にして給水収

益を増やすことができるかについては常に検討をしておく必要がある。 
今回の答申では、全国各地で発生している老朽管の破損事故を踏まえ、宇治

市においても水道管の更新・耐震化については、市民・市内事業者の安心・安

全のためにもこれまで以上にスピード感を持って取り組まれることを望むも

のであり、それにより必要となる費用については水道使用者への負担増をお願

いすることになるが、水道料金の改定により財源を確保することはやむを得な

いものと考える。 
こうした水道事業の現状を市民や市内事業者に理解していただくためには、

水道事業の大切さや重要性を感じていただくことが必要であり、分かりやすく

興味が持てるような内容で、あらゆる情報媒体を活用した情報発信や、各種イ

ベント等における啓発活動など、積極的な取組を進めていただきたい 
宇治市水道事業においては、本ビジョン期間のみならず、その先５０年、  

１００年にわたって水道事業の健全経営を目指すために、スケールメリットを

活かした経営の効率化に期待できる広域連携や、水需要に応じた施設の統廃合

やダウンサイジングを図るなど、更なる経費削減につながる経営努力に取り組

まれるとともに、市民の皆様に安心で安全な水道水を確実にお届けしていくた

め、引き続き水道水の水質管理の徹底と強靭な施設整備を推進しながら、将来

にわたって持続可能な水道事業を運営されることに期待する。 
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ビジョン策定時 
（令和 3～12 年度） 

 中間見直し 
（令和 8～12 年度） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
重点事項 

🔵根幹となる浄水施設の耐震化 

🔵上流に位置する配水池から耐震化 

🔵基幹管路の耐震化 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

※ビジョン策定時の考えは継承しつつ、配水池の耐震化については、国の実使用年数に基づく 

更新基準の設定例を参考に、更新基準年数（７３年）を考慮した投資の平準化を図るものとする。 

 

 重点事項 

🔵基幹管路の耐震化 

🔵老朽管の更新 （強度の劣る石綿セメント管や鋳鉄管を優先） 

🔵上下水道耐震化計画に基づく避難所等に接続する管路の耐震化 

🔵緊急輸送道路下に布設されている老朽化した鋳鉄管の解消 

 

 

 

 

 

 

  

≪考え方≫ 

災害時においても一定量の給水が確保

できるよう、様々なリスクに備えた施設整

備を行う。 

≪考え方≫ 

老朽管による破損事故が全国各地で発生しており、宇治市におい

ても、昭和 40～50 年代に布設した多くの管路が更新時期を迎え

ていることから、今後は管路の更新・耐震化に注力。 

目標達成 

ビジョン後半の投資事業のまとめ 

１ 水道事業を取り巻く状況 

≪老朽管の大きな破損事故≫ 
令和３年１０月 和歌山市水管橋破損事故           全国各地で老朽管の 

     令和７年 ４月 京都市水道管破損事故       破損事故発生 
 

 

２ 宇治市の水道管の状況（今後、全く管路の更新をしない場合） 

管 路（市内約７００㎞） 令和６年度末 令和１６年度末 

法定耐用年数４０年を超過（※６） ３３.３％が超過 ５２.９％が超過 

更新基準年数６０年を超過 ０.６％が超過 １４.０％が超過 

※６ 法定耐用年数４０年・・・減価償却費を算出するために国が定めている期間であり、 

実際に使用できる年数とは異なる 

 

３ 投資事業の中間見直し 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

４ 基幹管路の耐震適合率の見直し 

 

 

 

耐震適合率の目標見直し 

基幹管路 

当初目標 
（～令和１２年度末） 

中間見直し 
（～令和１２年度末） 

全国平均 
（令和５年度末実績） 

31％ 35％ 43.3％ 

根幹となる施設を優先的に耐震化 管路の更新・耐震化に注力 
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R８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 R１２年度

3,705 3,681 3,627 3,597 3,557

　給水収益 3,100 3,079 3,032 3,004 2,965

　長期前受金戻入 277 269 258 252 248

　その他収入 328 333 337 341 344

4,268 4,379 4,504 4,627 4,778

　職員給与費
　（退職給付費含）

444 454 464 474 484

　受水費 1,598 1,598 1,588 1,584 1,620

　減価償却費 1,137 1,190 1,254 1,319 1,370

　支払利息 166 197 239 272 307

　その他費用 923 940 959 978 997

-563 -698 -877 -1,030 -1,221収支差引（A)－(B)

収益的収入（A)

収益的支出（B)

令和１２年度までの収支状況（見込）  単位：百万円

ビジョン後半の収支のまとめ 

 

１ 収支の試算条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

２ 今後５年間の収支の予測 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ビジョン後半（令和８年度～１２年度）で、総額４３.９億円の不足 
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収支改善策のまとめ（令和８年度～１２年度） 

１ 新たな施設での水需要            

   〇 給食センターの開設（１億４００万円） 
   〇 宇治西小倉学園の開校（４,２００万円） 

〇 ３小学校の統合（△５,０００万円） 
           【収入】後半期間で、約９,６００万円の増収 

 

２ 業務の民間委託（令和９年度から） 

   〇上下水道指定業者登録等の民間委託（△１,０００万円） 

           【支出】後半期間で、約１,０００万円の削減 

 

収支改善の効果額  約１億６００万円 

 
 
 

水道料金の改定 

１ 料金改定期間：５年間（令和８年度～１２年度） 

  ・宇治市水道事業ビジョン・経営戦略の見直し 

    収益的収支５年間の総収入は  １８１億６,７００万円 

         《うち、給水収益  １５１億８,０００万円》 

             総支出は  ２２５億５,７００万円 

            収支不足額  △４３億９,０００万円  【①】 

  

・収支改善策 

    収益的収支５年間の収入は       ９,６００万円○増  

             支出は       １,０００万円○減  

          収支改善額計     １億  ６００万円  【②】 

 

    収益的収支５年間の収支不足額 △４２億８,４００万円【①－②】 
 
 
 

２ 料金改定率 

   料金改定の周知期間が必要であるため、令和８年度の年度途中からの 

改定を想定した場合、４２億８,４００万円の収支不足額を補うための 

改定率は、３３.３％となる 
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宇治市水道事業経営審議会の経過 

 
 

◎第１回審議会 令和６年１２月２５日 

  ◆諮問「宇治市水道事業ビジョン・経営戦略」の中間見直しについて 
  ◆専門部会の設置 

 
 〇第１回専門部会 令和７年３月１２日 
    ・専門部会長及び副部会長の選出 
    ・ビジョン・経営戦略の取組状況について 

 

◎第２回審議会 令和７年６月２日 

  ◆専門部会からの報告 
   『ビジョン・経営戦略の見直しについて』 

 
 〇第２回専門部会 令和７年７月１５日 
    ・今後の事業計画及び投資額について 

 
 〇第３回専門部会 令和７年１０月１０日 
    ・今後の収支計画について 

 

◎第３回審議会 令和７年１１月６日 

  ◆専門部会からの報告 
   『ビジョン後半の投資事業と収支見通しについて』 

 
 〇第４回専門部会 令和７年１１月２１日 
    ・料金体系の見直しについて 
    ・答申の骨子案について 

 

◎第４回審議会 令和７年１２月２２日 

  ◆専門部会からの報告 
   『口径別料金体系への移行案及び答申案について』 
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宇治市水道事業経営審議会委員名簿 

 

 （敬称略 ◎会長 〇副会長） 

 

（任期 令和６年１２月２５日～令和８年１２月２４日） 

 選出区分 氏名 職名（団体名） 

１ 

（１）学識経験者 

清水
しみず

 聡
とし

行
ゆき

 福山市立大学都市経営学部准教授 

２ ◎西 垣
にしがき

 泰
やす

幸
ゆき

 龍谷大学経済学部名誉教授 

３ 山 本
やまもと

 真 一
しんいち

 京都文教大学総合社会学部准教授 

４ 

（２）水道事業有識者 

曽和
そ わ

 良
よし

広
ひろ

 京都府建設交通部公営企業管理監兼副部長 

５ 〇向
むこ

畑
はた

 秀樹
ひでき

 

一般財団法人京都市上下水道サービス協会

理事長 

６ 

（３）市内公共団体等代表 

北村
きたむら

 正美
まさみ

 宇治商工会議所女性会副会長 

７ 鈴木
すずき

 一美
かずみ

 宇治市女性の会連絡協議会副会長 

８ 

（前任）多田
た だ

 ひろみ 

（後任※）日野
ひ の

 真代
ま さ よ

 

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会理事 

（※令和７年７月２４日就任） 

９ 山田
やまだ

 良
よし

尚
なお

 連合京都南山城地域協議会事務局長 

10 

（４）使用者 

亀井
かめい

 文人
ふみひと

 株式会社平和堂アル・プラザ宇治東 支配人 

11 島津
しまづ

 たまゑ
た ま え

 宇治市消費者団体連絡会 

12 
つじ

川
がわ

 雄一
ゆういち

 市民委員 

13 星
ほし

 紗
さ

矢
や

香
か

 市民委員 

14 
（５）その他 

（経営知識等有識者） 德
とく

田
だ

 明子
あきこ

 税理士 


